
概ね15歳～
39歳の子ど
も・若者

大田区子ども・若者総合相談センター事業の実施について

総合的な支援と社会的自立の促進
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２ 子ども・若者支援体制（イメージ）

居場所を拠点とした各種活動や交流の推進

【現状】
・子ども若者を取り巻く社会環境の急激な変化に伴う貧困、ひきこもり、
いじめ、不登校、自殺、若年無業者数の増加等、課題が複雑化・複合化
・従前の個別分野における対応では狭間のニーズ等への対応が困難

【課題】
・義務教育修了後の若者や社会的自立に困難を抱える若者等を対象と
し、個別分野ごとの既存の行政サービスでは対応できない狭間の個別
ニーズについて包括的かつ継続的に支援する体制が不足している。
・困難を有する子ども・若者への対応を一体的に行うため、各分野にお
けるネットワーク及び関係機関との連携の強化に基づき、既存の協議会
等の活用を含め、子ども・若者育成支援ネットワーク体制及び総合相談
体制の整備が課題となっている。

【国、都等における動向】
・子ども・若者育成支援推進法に基づき、内閣府は令和3年４月に「第３
次子ども・若者育成支援推進大綱」を策定
・東京都は令和2年4月に「東京都子供・若者計画（第２期）」を策定
・大田区は令和3年4月に「大田区子ども・若者計画」を策定
・内閣府と厚生労働省は連名にて令和３年３月に「重層的支援体制
整備と子供・若者育成支援施策との連携について」通知を発出
・「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」が令和3年12月に閣議決定

１ 子ども・若者を取り巻く現状と課題 ３ 相談の流れ（イメージ）

５ 相談支援・居場所支援の流れ（イメージ）
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居場所機能を活用した支援活動・交流の推進
（地域めぐり、ＰＣ体験、学習支援、読書、カフェ、ライフスキル講座等）
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・ただ話を聴いてほしい
・自分の存在を認めてほしい
・アドバイスや支援は求めていない
・家族関係、人間関係、生活環境、知的・
発達障害、精神疾患、依存症等の課題
を改善または解決したい

地域活動団体等との連携

連携・協力

電話・メール等
による総合相談

活動・交流の推進

居場所支援

電話、メール、対面、ICTを活用した相談

面接相談、支援機関の特定

課題整理・調整

ケース検討会議、援助方針会議

本人への説明・同意

支援機関へ引継ぎ

（支援機関への連絡及び連絡票送付）

社会的自立に向けた継続的支援

（自治会・町会、青少対、保護司、民生児童委員、ＮＰＯ法人等との連携）

（別紙）
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４ 子ども・若者総合相談センター レイアウト図（案）

（開設場所：大森まちづくり推進施設5階）
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